














北海道の支庁別製材工場の実態について
(3)

(桧山、胆振、留萌、釧路、根室等)

                                          片    岡    哲    蔵
                                          小    林    正    平

  Ⅰ  調 査 工 場 数       
支庁別  桧山、胆振、留萌、釧路、根室
工場数
  Ⅱ  各支庁別の分析事項
1. 桧  山  支  庁
(1) 帯鋸製材機の施設年度
  帯鋸機の施設年度の分析は第一表 A の通りである。これによると、昭和26 年度以後45.9％、
昭和 21～25 年 33.3％、昭和 16～20 年 4.2％、昭和 11～15 年 8.3％、昭和 10 年以前 8.3％
となっているから戦後のものが 80％を占め、その中昭和 26 年以降が 46％も占めているか
ら機械の施設は、新しいものが多いことを示している。
(2) 帯鋸製材機の使用鋸厚
  帯鋸製材機の使用鋸厚の分析は、第一表 B の通りである。これによると 18 番 5.7％、19
番 43％、20 番 31.5％、21 番 11.2％、22 番 8.6％となっている。20～22 番で 51％の過半
を占めているが、19 番が主体で次は 20 番が多くなっている。
(3) 帯鋸製材機の大きさ
  帯鋸製材機の大きさの分析は第一表 C の通りである。これによると鋸車の直径 48 インチ
15.4％、45～46 インチ 15.4％、43～44 インチ 15.4％、41～42 インチ 38.4％、36～38 イ
ンチ 15.4％となっているから、48 インチ以上の大きいものがなく、大割としても 43～48
インチが主体である。

第一表  桧山支庁
(A) 帯鋸製材機の施設年度

(B) 帯鋸製材機の使用鋸厚

(C) 帯鋸製材機の大きさ

2. 胆  振  支  庁
(1) 帯鋸製材機の施設年度
  帯鋸製材機の施設年度の分析は、第二表 A の通りである。これによると、昭和 26 年度以
降が 13.8％、昭和 21～25 年 40％、昭和 16～20 年 10.8％、昭和 11～15 年 13.8％、昭和
10 年以前 21.6％となっているから主として多いのは戦後 5 年間のもので、次いで昭和 10
年以前のものとなっている。
(2) 帯鋸製材機の使用鋸厚
  帯鋸製材機の使用鋸厚の分析は、第二表 B の通りである。これによると、15 番 2％、18
番 3％、19 番 57.6％、20 番 28.4％、21 番 5％、22 番 2％、23 番 1％、24 番 1％となって
いるから、19 番が過半数を占め、20～24 番が 37.4％となって、その内 22～24 番が 4％を
占めている。



  (C) 帯鋸製材機の大きさ

5. 釧  路  支  庁
(1) 帯鋸製材機の施設年度
  帯鋸製材機の施設年度の分析は第五表の通りである。これによると、昭和 26 年以降 22％、
昭和 21～25 年 41.4％、昭和 16～20 年 6％、昭和 11～15 年 8.6％、昭和 10 年以前 22％と
なっているが、最も多いのは戦後 5 年間のもので、次は昭和 26 年以降と昭和 10 年以前と
なっている。
(2) 帯鋸製材機の使用鋸厚
  帯鋸製材機の使用鋸厚の分析は、第五表 B の通りである。これによると、18 番 20.5％、
19 番 56.5％、20 番 17.3％、21 番 4.9％、22 番 0.8％となっているから 18～19 番が主体で
77％を占めている。
(3) 帯鋸製材機の大きさ
  帯鋸製材機の大きさの分析は、第五表 C の通りである。これによると、鋸車の直径 48 イ
ンチ 34.4％、43～46 インチ 11.8％、41～42 インチ 43％、36～38 インチ 8.6％30～34 イ
ンチ 2.2％となっているが大割は 48 インチが主体である。

第五表  釧路支庁
(A) 帯鋸製材機の施設年度

(B) 帯鋸製材機の使用鋸厚

(C) 帯鋸製材機の大きさ

6. 根  室  支  庁
(1) 帯鋸製材機の施設年度
  帯鋸製材機の施設年度の分析は、第六表 A の通りである。これによると、昭和 26 年以後
54.5％、昭和 21～25 年 18.2％、昭和 16～20 年 9.1％、昭和 11～15 年0、昭和 10 年以前
18.2％となっているから昭和 26 年以降の新しい機械で過半を占めている。
(2) 帯鋸製材機の使用鋸厚
  帯鋸製材機の使用鋸厚の分析は、第六表 B の通りである。これによると、19 番 73.3％、
20 番 20％22 番 6.7％となっているから 19 番で大部分を占めている。
(3) 帯鋸製材機の大きさ
  帯鋸製材機の大きさの分析は、第六表 C の通りである。これによると、鋸車の直径 60～
62 インチ 10％、50 インチ 10％、48 インチ 10％、41～42 インチ 60％、36～38 インチ 10％
となっているから、41～42 インチが過半数を占めている。

第六表  根室支庁
  (A) 帯鋸製材機の施設年度



(3) 帯鋸製材機の大きさ
  帯鋸製材機の大きさの分析は、第二表 C の通りである。これによると、鋸車の直径 60～
62 インチ 5.4％、52～55 インチ 3.3％、48 インチ 21.8％45～46 インチ 9.8％、43～44 イ
ンチ 10.8％、41～42 インチ 35.9％、40 インチ 2.2％、36～38 インチ 5.4％24～32 インチ
5.4％となっているが、大割としては 48 インチや 41～42 インチが多く、41～48 インチが
主体である。

第二表  胆振支庁
(A) 帯鋸製材機の施設年度

(B) 帯鋸製材機の使用鋸厚

(C) 鋸製材機の大きさ

3. 日  高  支  庁
(1) 帯鋸製材機の施設年度
  帯鋸製材機の施設年度の分析は、第三表の通りである。これによると、昭和 26 年以後
21.7％、昭和 21～25 年 34.8％、昭和 16～20 年 23.9％、昭和 22～15 年 8.7％、昭和 10 年
以前 10.9％となっているから、戦後のものが 56.5％で多くなっているが、最も多いのは戦
後 5 年間のものである。
(2) 帯鋸製材機の使用鋸厚
  帯鋸製材機の使用鋸厚の分析は、第三表 B の通りである。これによると、18 番 20.3％、
19 番 41.8％、20 番 25.3％、21 番 7.6％、22 番 2.5％、23 番 2.5％となっているから、18
～19 番が主体で 20～23 番は 37.9％となっている。
(3) 帯鋸製材機の大きさ
  帯鋸製材機の大きさの分析は、第三表 C の通りである。これによると、鋸車の直径 60～
62 インチ 1.8％、50～55 インチ 3.7％、48 インチ 33.4％、45～46 インチ 1.8％44 インチ
9.3％、41～42 インチ 88.9％、40 インチ 1.8％、36～38 インチ 3.7％となっているが、大
割としては 48 インチが最も多く、次は 41～42 インチ、44 インチとなっている。

第三表  日高支庁
  (A) 帯鋸製材機の施設年度



第八表  北海道支庁別帯鋸製材機の使用鋸厚(％)

第九表  北海道支庁別帯鋸製材機の大きさ(％)

4. 北海道支庁別樹種別製材検査実績
  製材の樹種別、支庁別検査実績の分析は、第十表の通りである。
  これによると、各支庁によって樹種別の割合には特徴があるようである。
  針葉樹については、渡島はエゾ、トドが 49％、スギ 37％、ヒバ 10％、桧山はエゾ、ト
ド、36％、スギ 7％、ヒバ 50％、カラマツ 6％であり他の支庁は、99～100％がエゾ、トド
である。
  広葉樹については、石狩はナラ 44％、シナ 12％他広 13％が主体である。
  渡島はシナ 63％、ナラ 11％、セン 8％等が主体であるがシナが特に多い。尚キリは渡島
だけである。桧山はブナ 67％、セン 10％、ナラ 7％等が主体であるがブナが特に多い。
  後志では、ナラ 37％、カバ類 18％、セン 9％、他広 10％等が主体を占め、比較的にカバ
類が多い。空知ではナラ 37％、他広 25％、シナ 9％、ヤチダモ、カバ類、ニレ等がそれぞ
れ 7％で主体であるが、比較的に他広が多い。
  上川では、ナラ 40％、カバ類 12％、ニレ 13％、ヤチダモ 11％等が主体である。
  留萌では、ナラ 51％、カバ類及ニレ 12％、ヤチダモ 10％等が主体であるが特にナラが
多い。宗谷では、ナラ 39％、ニレ 18％、セン 11％、ヤチダモ 10％等が主体である。網走
では、ナラ 43％、ニレ 12％、セン及シナ 10％、ヤチダモ 8％等が主体である。胆振では、
ナラ 47％、他広 22％が主体であって他は少ない。
  日高は、ナラ 26％、他広 22％、カツラ 17％、ニレ 13％等が主体であって比較的にナラ
は少なくカツラが多い。
  十勝は、ナラ 46％、ニレ 21％、ヤチダモ 10％が主体であるから比較的にナラとニレが
多い。根室は、ナラ 44％、ニレ 40％が主体で他は少ない。
以上のような実態の分析と今迄の歩みから、今後の



製材工場の製材機械、鋸の厚さ等のあり方についても検討がなさなければならないと思う。
それについては次の機会に致したいが、各支庁によって製材樹種が著しく異なり、製材機
械の大きさも異なり、また施設の改善についても大いに異なるものがあるようである。従
って鋸の厚さについても自ら異なるものがあると思われる。
  更に各支庁によってこのように実態が異なるように、支庁管内にあっても森林資源、産
業及経済環境のブロックによってまた条件が異なることが生じている。
  その意味で北海道製材技術研究会も、支庁支部が更にブロック毎に分会を作って研究を
されていることは喜ばしい次第である。
                                                            ─指導所試験部─

第十表  北海道支庁別樹種別製材検査実績
  注  割合の少ないものは省略した。


